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写真１．２KR の実施機関である食糧農業省農業技術

サービス局（AESD）：グレートアクラ州アクラ市 

写真２．AESD の敷地内にあるスペアパーツ保管倉

庫：グレートアクラ州アクラ市 

写真３．AESD に保管されている 2007 年度調達のヤン

マー社製の籾摺り精米機：グレートアクラ州アクラ市

写真４．Agrimat Ltd.社で取り扱っている灌漑用ポンプ

（17HP）：グレートアクラ州アクラ市 

写真５．Mechanical Lloyd Co. Ltd.社の倉庫内。マッセ

イファーガソン社の乗用トラクターを販売している：

グレートアクラ州アクラ市 

写真６．Cottage Italia Industries Ghana ltd.社では、SAME

DEUTZ-FAHR 社の乗用トラクターの販売の他にトマ

トや果物の収穫後の処理用の機器を取り扱っている：

グレートアクラ州アクラ市 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



写真７．2007 年度２KR で調達されたクボタ社製乗用

トラクター。購入者である Mohamed Adam Nashiru 氏

は、2009 年 12 月４日の農民の日に大統領より表彰さ

れている：北部州タマレ市 

写真８．2005 年度２KR で調達されたヤンマー社製の

籾摺り精米機。寡婦等女性 47 名からなる組合で使用さ

れており、精米されたコメは近隣の中学校等に販売さ

れている：北東州ボルガタンガ市 

写真９．パーボイル加工（籾摺り精米加工の前に籾を

温水に浸し、籾を水蒸気で蒸す加工）の様子。精米時

の砕米発生率を下げるために行われる：北東州ボルガ

タンガ市 

写真 10．2005 年度で調達されたトルコ製灌漑用ポン

プ。購入者は、同年度に歩行用トラクターも購入して

おり、５ha の圃場の耕起等に利用している：グレート

アクラ州テマ市近郊 

写真11．脱穀された籾が天日乾燥されている様子：グ

レートアクラ州テマ市近郊 

写真12．AESD 局長室における M/D 署名式の様子（エ

マニュエル･オウス・オッポン AESD 局長、佐藤仁 JICA

ガーナ事務所次長）：グレートアクラ州アクラ市 
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■単位換算表 

面積 

名称 記号 換算値 

平方メートル m2 

アール a 100

エーカー ac 4,047

ヘクタール ha 10,000

平方キロメートル km2 1,000,000

 

容積 

名称 記号 換算値 

リットル ℓ 

ガロン（英） gal 4.546

立法メートル m3 1,000

 

重量 

名称 記号 換算値 

グラム g 

キログラム kg 1,000

トン MT 1,000,000

 

■円換算レート（2009 年７月 IMF レート） 
USD１＝約 94.496 円 
USD１＝約 1.4783 ガーナセディ 
１ガーナセディ＝約 63.9221 円 
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第１章 調査の概要 
 

１－１ 調査の背景と目的 

（１）背景 

日本国政府は、1967 年のガット・ケネディラウンド（Kennedy Round：KR）関税一括引き

下げ交渉の一環として成立した国際穀物協定の構成文書の一つである食糧援助規約1に基づ

き、1968 年度から食糧援助（以下、｢KR｣という）を開始した。 

一方、1971 年の食糧援助規約改訂の際に、日本国政府は「米又は受益国が要請する場合に

は農業物資で援助を供与することにより、義務を履行する権利を有する」旨の留保を付した。

これ以降、日本国政府は KR の枠組みにおいて、コメや麦などの食糧に加え、食糧増産に必

要となる農業資機材についても被援助国政府がそれらを調達するための資金供与を開始した。 

1977 年度には、農業資機材の調達資金の供与を行う予算を KR から切り離し、「食糧増産

援助（Grant Aid for the Increase of Food Production）（以下、後述の貧困農民支援とともに

「２KR2」と記す）」として新設した。 

以来、日本国政府は、「開発途上国の食糧不足問題の緩和には、食糧増産に向けた自助努力

を支援することが重要である」との観点から、２KR を実施してきた。 

2003 年度から外務省は、２KR の実施に際して、要望調査対象国の中から、予算額、我が

国との二国間関係、過去の実施状況等を総合的に勘案した上で供与対象候補国を選定し、

JICA に調査の実施を指示することとした。 

 

また、以下の３点を２KR の供与に必要な新たな条件として設定した。 

① 見返り資金の公正な管理・運用のための第三者機関による外部監査の義務付けと見返

り資金の小農支援事業、貧困対策事業への優先的な使用 

② モニタリング及び評価の充実のための被援助国側と日本側関係者の四半期に一度3の

意見交換会の制度化 

③ 現地ステークホルダー（農民、農業関連事業者、NGO 等）の２KR への参加機会の確

保 

 

さらに、日本政府は、世界における飢えの解消に積極的な貢献を行う立場から、食糧の自

                             
1 現行の食糧援助規約は 1999 年に改定され、日本、米国、カナダなど７カ国、及び EU（欧州連合）とその加盟

国が加盟しており、日本の年間の最小拠出義務量は小麦換算で 30 万 MT となっている。 
2 1964 年以降の関税引下げに関する多国間交渉（ケネディラウンド）の結果、穀物による食糧援助に関する国際

的な枠組みが定められ、我が国では 1968 年度より食糧援助が開始された。上記経緯から我が国の食糧援助はケ

ネディラウンドの略称である KR と呼ばれている。その後、開発途上国の食糧問題は基本的には開発途上国自

らの食糧自給のための自助努力により解決されることが重要との観点から、1977 年度に新たな枠組みとして食

糧増産援助を設け農業資機材の供与を開始した。本援助は食糧援助の KR の呼称に準じ２KR と呼ばれている。

2005 年度に食糧増産援助は貧困農民支援となり従来の食糧増産に加え貧困農民・小規模農民に併せて裨益する

農業資機材の供与をめざすこととなったが、本援助の略称は引き続き２KR となっている。なお、食糧増産援

助／貧困農民支援の英名は、Grant Aid for the Increase of Food Production/Grant Assistance for Underprivileged 
Farmers である。 

3 2008 年度案件から連絡協議会は半年に一度の開催に緩和された。 



－2－ 

給に向けた開発途上国の自助努力をこれまで以上に効果的に支援していくこととし、裨益対

象を貧困農民、小農とすることを一層明確化するために、2005 年度より、食糧増産援助を「貧

困農民支援（Grant Assistance for Underprivileged Farmers）」に名称変更した。 

 

JICA は上述の背景を踏まえた貧困農民支援に関する総合的な検討を行うため、「貧困農民

支援の制度設計に係る基礎研究（フェーズ２）」（2006 年 10 月～2007 年３月）を行い、より

効果的な事業実施のため、制度及び運用での改善案を取りまとめた。同基礎研究では、貧困

農民支援の理念は、「人間の安全保障の視点を重視して、持続的な食糧生産を行う食糧増産と

ともに貧困農民の自立をめざすことで、食糧安全保障並びに貧困削減を図る」と定義し、農

業資機材の投入により効率的な食糧生産を行う「持続的食糧生産アプローチ」及び見返り資

金の小規模農民・貧困農民への使用を主とする「貧困農民自立支援アプローチ」の２つのア

プローチで構成されるデュアル戦略が提言された。 

 

（２）目的 

本調査は、ガーナ共和国（以下「ガーナ」と記す）について、2009 年度の貧困農民支援（２

KR）供与の可否の検討に必要な情報・資料を収集、分析し、要請内容の妥当性を検討するこ

とを目的として実施した。 

 

１－２ 調査実施手法 

本調査は、国内における事前準備、現地調査、国内解析から構成される。 

現地調査においては、ガーナ政府関係者、農家、国際機関、NGO、資機材配布機関／業者等と

の協議、サイト調査、資料収集を行い、ガーナにおける２KR のニーズ及び実施体制を確認する

とともに、２KR に対する関係者の評価を聴取した。帰国後の国内解析においては、現地調査の

結果を分析し、要請資機材計画の妥当性の検討を行った。 

 

１－３ 調査団構成 

総括 佐藤 仁 JICA ガーナ事務所次長 

実施計画／資機材計画 鈴木 悟 （財）日本国際協力システム 業務第二部機材第一課

貧困農民支援計画 佐々木 直 （財）日本国際協力システム 業務第二部機材第一課
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１－４ 調査日程 

   佐藤 仁（JICA） 鈴木 悟（JICS) 佐々木 直（JICS) 宿泊地

１ 12 月５日 土  
10:20 成田（LH 711）→ 

14:05 フランクフルト 

フランク

フルト 

２ 12 月６日 日  
10:25 フランクフルト（LH 566）→ 

15:55 アクラ 
アクラ

３ 12 月７日 月 

09:00 JICA ガーナ事務

所表敬及び協議 

10:30 在ガーナ日本国大

使館表敬及び協議

13:30 食 糧 農 業 省

（ MOFA)農業技

術 サ ー ビ ス 局

（ AESD) 表 敬 及

び協議 

09:00 JICA ガーナ事務所表敬及び協議 

10:30 在ガーナ日本国大使館表敬及び協議 

13:30 AESD 表敬及び協議 

 

 

 

 

 

アクラ

４ 12 月８日 火  
09:00 財務・経済計画省表敬及び協議 

11:00 AESD と協議 
アクラ

５ 12 月９日 水  

09:00 AESD と協議  

13:00 農業資機材販売店訪問 

15:00 市場調査 

アクラ

６ 12月 10日 木  

07:30 アクラ発 

08:15 クマシ着 

09:00 天水稲作持続的開発プロジェクト事

務所訪問 

11:00 アシャンティ州農業事務所訪問 

13:00 アシャンティ州アヌ谷灌漑プロジェ

クト視察 

15:30 クマシ農地視察、農民インタビュー、

サイト調査 

クマシ

７ 12月 11日 金  

10:45 クマシ発 

11:30 アクラ着 

13:30 AESD と協議 

アクラ

８ 12月 12日 土  
概要報告書・協議議事録（M/D）案作成、資

料整理 
アクラ

９ 12月 13日 日  概要報告書・M/D 案作成、資料整理 アクラ

10 12月 14日 月  

06:00 アクラ発（国内フライト利用） 

07:15 タマレ着 

08:30 北部州農業事務所訪問 

10:00 タマレ農地視察、北部州周辺農民イン

タビュー（２KR 調達資機材購入農家、

農民グループ等）、サイト調査 

14:00 北東州農業事務所訪問 

15:00 北東州周辺農民インタビュー（２KR
調達資機材購入農家、農民グループ

等）、サイト調査 

タマレ

11 12月 15日 火 

17:30 JICA ガーナ事務

所協議 

 

 

07:45 タマレ発 

09:00 アクラ着 

10:00 資料整理 

17:30 JICA ガーナ事務所協議 

アクラ



－4－ 

12 12月 16日 水  

07:00 アクラ発 

08:30 テマ周辺農家

訪問 

15:00 AESD と協議

 

 

07:00 アクラ発 

08:30 テマ周辺農家

訪問 

11:00 AESD と協議 

23:30 アクラ 

 （LH 567）→ 

アクラ/

機中 

13 12月 17日 木  

09:00 農 業 資 機 材

販売店訪問 

12:00 コメ卸売・小

売 販 売 店 訪

問 

14:00 財務・経済計

画省と M/D
協議 

06:45 フランクフルト 

13:35 フランクフルト

（LH 710）→ 

 

 

 

 

アクラ/

機中 

14 12月 18日 金 

09:00 AESD と M/D 最終

協議 

13:00 M/D 署名 

 

 

09:00 AESD と M/D
最終協議 

11:00 M/D 署名 

 

 

08:35 成田 

 

 

 

 

アクラ/

東京 

15 12月 19日 土  市場調査、資料整理  アクラ

16 12月 20日 日  市場調査、資料整理  アクラ

17 12月 21日 月  

09:00 アクラ発 

11:00 テマ港視察、

港湾局訪問 

14:00 グレート・ア

ク ラ 州 ポ ン

灌 漑 プ ロ ジ

ェクト訪問 

16:00 MOFEP 訪問

 アクラ

18 12月 22日 火  

11:00 JICA ガーナ

事 務 所 へ 報

告 

13:00 在 ガ ー ナ 日

本 国 大 使 館

へ報告 

23:30 アクラ 

 （LH 567）→

 機中 

19 12月 23日 水  

06:45 フ ラ ン ク フ

ルト 

13:35 フ ラ ン ク フ

ルト 

 （LH 710）→

 機中 

20 12月 24日 木  08:35 成田   
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１－５ 面談者リスト 

＜ガーナ側＞ 

（１）食糧農業省（Ministry of Food and Agriculture：MOFA） 

 Ing.Joseph Kwasi Boamah  Chief Director 
１）農業技術サービス局（Agricultural Engineering Service Directorate：AESD） 

 Mr.Emmanuel Owuse Oppong Ag.Director 
 Mr.George K.A.Brantuo Deputy Director-Engineering,２KR Coordinator 
 Mr.Tabi Karikari Senior Agricultural Engineer 
 Mr.John Mensah ２KR Technician 
  

（２）財務･経済計画省（Ministry of Finance and Economic Planning：MOFEP） 

 Mr.Yaw Okyere-Nyako  Director,EMR-Bilateral 
 Mr.Samuel Abu-Bonsrah  Chief Economist,EMR-Bilateral 
 

（３）アシャンティ州農業事務所（Ashanti Region Agricultural Office） 

 Mr.George Badu Yeboah Regional Director 
 

（４）アシャンティ州アヌ谷灌漑プロジェクト（Anum Valley Irrigation Project） 

 Mr.Wiilliam Azorliade Project Manager 
 Mr.Nana Appiah Kubi Vice Chairman 
 

（５）グレートアクラ州ポン灌漑プロジェクト（Kpon Irrigation Project） 

 Mr.Anthony Quashigah, Maintenance Manager 
 

（６）北部州農業事務所（Northern Region Agricultural Office） 

 Mr.M.A.Aedel  Deputy Regional Director 
 Mr.Abdulao I.Adama Regional Agricultural Engineer 
 Mr.Michael Azup Wah Workshop Manager 
 

（７）Daborin Single-mothers Association/Sumbrungu Single-mothers Association 
 Ms.Stella Abagre Leader  
 

（８）農民 

１）グレートアクラ州西ダングベ県 

 Mr.Quaishe Martey 
２）グレートアクラ州テマ県 

 Ms.Olivia Nartey 
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（９）農業資機材販売店等 

１）Cottage Italia Industries Ghana ltd.（イタリア製品ディーラー） 

 Mr.Mario De Cataldo President 
２）Mechanical Lloyd Co.,Ltd.（マッセイファーガソン現地代理店） 

 Mr.Isaac Kofi Osei Sales Manager 
３）Agrimat Ltd.（農業資機材店、Landini アフターセールスサービス店） 

 Mr.Nana Yaw Obeng 
４）African Automobile Ltd.（New Holland 現地代理店） 

 Mr.M.S.Hijazi 
５）AMSG Ltd.（ヤンマー製品ディーラー） 

 Mr.Kaz Tamura CEO/Managing Director 
６）Ghana Rice（コメの卸・小売店） 

 Mr.Shaibu Issifu Salesperson 
 

＜日本側＞ 

（１）在ガーナ日本国大使館 

 望月 寿信 参事官 

 茂田 剛 二等書記官 

 

（２）JICA ガーナ事務所 

 山内 邦裕 所 長 

 田中 幸成 所 員 

 加藤 満広 企画調査員 
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第２章 当該国における農業セクターの概況 
 

２－１ 農業セクターの現状と課題 

（１）ガーナ経済における農業セクターの位置づけ 

ガーナの農業セクターは主要産業となっており、表２－１に示すとおり、2002 年から 2007

年において毎年国内総生産（GDP）の 35％以上、また表２－２に示すとおり雇用機会の 55％

以上を農業セクター（林業及び水産業を含む）が占めている。 

 

表２－１ 産業別国内総生産（GDP）の割合 

（単位：％） 

 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 

農林水産業 39.5 39.8 40.3 39.5 39.3 38.0

鉱工業 27.5 27.4 27.2 27.6 27.6 28.6

サービス業 33.0 32.8 32.6 32.9 32.9 32.4

出所：AGRICULTURE IN GHANA FACTS AND FIGURES (2007), Statistics Research and Information Directorate 

 

表２－２ 産業別労働人口割合 

（単位：％） 

 農業 漁業 鉱業 製造業 商業 運輸業 公務員 教育 その他

男性 59.1 2.3 1.1 8.5 8.4 5.2 2.1 3.6 9.7

女性 52.7 0.5 0.3 13.3 21.6 0.5 0.6 2.3 8.2

合計 55.8 1.4 0.7 10.9 15.2 2.8 1.4 2.9 8.9

出所：GHANA LIVING STANDARDS SURVEY ROUND 5 REPORT 2008, Statistical Service Ghana 

 

ガーナの 2006 年の総人口は 2,335.1 万人であり、その 54.31％にあたる 1,268.3 万人が農

業を主たる収入源として生計を立てている。また、全労働人口（1,052.7 万人）の 55.0％に

あたる 579.0 万人が農業に従事している FAO 統計データベース（FAO Statistical Databases：
FAOSTAT）。そのため、農業が国民の生活及び雇用に与える影響は大きい。 

また、主要農産品であるカカオについては、国家の全輸出額に占める割合が、年によって

変動はあるものの毎年 21％以上を占め、2006 年には 30.0％にのぼり、金に次ぐ外貨獲得の

手段となっている。しかし、カカオの輸出額は 2001 年以降微増にありながら、国際市場価格

の変動により不安定である。 

一方、コメ等の穀類の輸入は年々増加しており、国家の貿易収支に与える影響も大きくな

っている。表２－３にガーナの主要製品別輸出金額を、表２－４に穀類別年間輸入額の推移

を示す。 
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表２－３ 主要製品別輸出実績 

（単位：百万ガーナセディ） 

 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 

カカオ 586.20 542.11 712.23 1,005.80 837.75

金 720.21 583.11 781.80 1,100.25 1,363.23

木材、木製品 155.13 90.62 365.80 257.55 279.30

ダイヤモンド、ボーキサイト 29.20 16.64 43.17 27.82 28.24

マンガン 25.13 3.95 36.32 6.12 24.55

その他 504.63 969.92 884.25 981.01 1,379.64

合計 2,020.50 2,206.35 2,823.57 3,378.55 3,912.71

出所：GHANA IN FIGURES 2008 

 

表２－４ 穀類輸入額の推移 

（単位：百万 US$） 

 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 

小麦 50.70 84.32 99.69 46.37 111.38 

コメ 124.66 119.15 138.94 159.47 157.86 

メイズ 0.07 0.09 12.31 1.43 0.21 

ソルガム 0.00 0.77 n／a n／a n／a 

 175 502,039 909,211 650,285 774,968 

出所：AGRICULTURE IN GHANA FACTS AND FIGURES (2007) 

 

このように、農業は、①食糧安全保障、②食糧及び食品加工業に必要な農産物の確保、③

外貨獲得の手段、④雇用の創出及び主に農村地域における収入の向上といった多くの意味で

ガーナ経済において非常に重要な役割を担っている。 

 

（２）自然環境条件 

ガーナの国土は全般に平坦で、海岸部には沼沢地が多く、西部沿岸から中央部は熱帯雨林

が広がっている。気候は、南部の平野から中部・北部の盆地にかけて、熱帯湿潤気候からサ

バンナ気候へと変化する。南部地域の一部では年平均降雨量が約 1,800mm であり、北部サ

バンナでも平均 1,000mm、一番降雨量が少ないグレーターアクラ州でも年約 800mm の降雨

があるため、西アフリカの国々の中では降水量が豊富で、水資源には比較的恵まれている。

気温の変化と降雨パターンは地域により大きく異なり、熱帯湿潤気候の地域では、年間の気

温の差は少なく、３～７月が大雨季、８月が小乾季、９～11 月が小雨季、12～２月が大乾季

となっている。一方、サバンナ気候の地域では、年間の寒暖の差が大きく、雨季と乾季が１

回ずつで、４～10 月の雨季、11～３月の乾季に分かれるが、降雨量のピークは５～６月と９

月の２回ある。 

ガーナの植生は、気候と降雨に大きな影響を受けている。図２－１に示すとおり大きく６

つに分類され、ギニア湾岸は東部からマングローブ林帯と灌木と草原が広がる沿岸サバンナ

帯に分かれる。国土の南西部は雨量が多い森林地帯があり、そこは高木の密林地帯である熱
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帯雨林帯とその北東側に位置する中木が多い湿潤半落葉樹林帯に分けられる。また、国土の

中部から北部にかけては、広大なサバンナ地帯（国土の２分の１以上）が広がり、そのほと

んどは湿潤サバンナ帯として高木、灌木及び草原が広がる。さらに、北東部の一部が乾燥サ

バンナ帯として、少数の高木・灌木がみられる乾燥地域である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：ガーナの農林業、社団法人国際農林業協力・交流協会 

図２－１ ガーナの植生図 

 

また、土壌については、大きく３つに分類され、南東部の沿岸サバンナ地帯土壌、南西・

中央部の森林地帯土壌及び中北部の内陸サバンナ地帯土壌となっている。このうち、森林地

帯土壌は排水が良い浸透性の土壌で、バイオマスの蓄積から生じる土壌表面中の有機物質含

有量がサバンナ地帯の土壌より多いのが特徴である。 

 

（３）土地利用条件 

以上の気候、植生及び土壌により、ガーナの農業区分も大きく沿岸地帯、森林地帯及びサ

バンナ地帯の３つに分けられる。食用作物の選定に関しても、地域特性があり、降雨量が多

い中南部の森林地帯では、キャッサバ、生育期間の長いイモ類やプランティン（料理用食用

バナナ）が広く作付けされ、北部サバンナ地帯では、ヤムイモのほかキャッサバ、コメの生

産量が多い。 

ガーナの土地利用状況は表２－５のとおりである。全国土面積 23,853,900ha のうち、農耕

が可能な土地（可耕地）は約 57％であるが、実際に耕作が行われている土地（農耕地）は、

可耕地のうちの約 53％に過ぎない。さらに、灌漑面積は全国土の 0.14％、もしくは農耕地に

占める割合でも 0.2％の 11,000ha のみである。つまり、ガーナの農業は、天水に極度に依存

：乾燥サバンナ帯 

：湿潤サバンナ帯 

：湿潤半落葉樹林帯 

：熱帯雨林帯 

：沿岸サバンナ帯 

：マングローブ林帯 

ワ 

ボルガタンガ

タマレ

スンヤン 

クマシ 

セコンディタコラディ

ケープコースト

コホリデュア

アクラ

ホ 
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した農業である。 

 

表２－５ 土地利用状況 

 面積（ha） 全国土に占める割合 可耕地に占める割合

全国土 23,853,900 100％

 可耕地 13,628,179 57.1％ 100％

  農耕地 7,248,000 30.4％ 53.2％

  灌漑地 33,778 0.14％ 0.2％

 内陸水路 1,100,000 4.6％

 その他 9,125,721 38.3％

出所：AGRICULTURE IN GHANA FACTS AND FIGURES (2007) 

 

（４）食糧事情 

国民は、トウモロコシ、コメ、ソルガム、ミレットといった穀類のみならず、キャッサバ、

ヤムイモ、ココヤム等のイモ類とプランティン（料理用食用バナナ）を補完食糧として、一

般的に食しており、こういった補完食糧も主要食用作物として位置づけられている。2003 年

から 2007 年までの主要食用作物の作付面積及び生産量の推移を図２－２及び図２－３に示

す。 

 
（単位：1,000ha） 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年

ヤムイモ

プランテイン

ココヤム

キャッサバ

ソルガム

コメ

ミレット

トウモロコシ

 
出所：AGRICULTURE IN GHANA FACTS AND FIGURES (2007) 

図２－２ 主要食用作物の作付面積の推移 
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（単位：1,000MT） 

0
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トウモロコシ

 
出所：AGRICULTURE IN GHANA FACTS AND FIGURES (2007) 

図２－３ 主要食用作物の生産量の推移 

 

作付面積で見ると、トウモロコシとキャッサバが も広く、他方今回の２KR の対象作物

であるコメについては、約 109,000ha で、主要作物全体の約３％を占めるに過ぎない。また、

生産量で見ると、重量では圧倒的にイモ類が多くなる。一方、生産量で劣る穀類は栄養価の

みならず、貯蔵性や流通性においてもイモ類やプランティンに勝っており、ガーナにおける

食糧安全保障上の重要度は高い。2002 年までは作付面積及び生産量ともに微増傾向にあった

が、その後、停滞気味である。 

次に、表２－６に 2007 年における主要作物の需要と供給のバランスを示す。 

 

表２－６ 国内生産物の需要と供給 

（単位：1,000MT） 

 
国内 

生産量 

食用生産

量 

一人当たり消費量

（kg／人／年） 

国内 

消費量 
輸入量 自給率 

トウモロコシ 1,220 853 44 971 -118 87.8％

コメ（精米） 111 89 15 335 -246 26.6％

ミレット 113 79 6 142 -63 55.6％

ソルガム 155 109 10 224 -115 48.7％

キャッサバ 10,218 7,153 153 3,391 3,762 210.9％

ヤムイモ 4,376 3,501 42 929 2,572 376.9％

プランティン 3,234 2,749 85 1,881 868 146.1％

ココヤム 1,690 1,352 57 1,266 86 106.8％

出所：AGRICULTURE IN GHANA FACTS AND FIGURES (2007) 
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ガーナではイモ類及びプランティンについては自給を達成しているが、穀類については、

国内生産量の不足分を輸入により賄っている。対象作物であるコメについては、1998 年以降

生産量は約 102,000～136,000MT の範囲である4が増加はほとんど見られない。その反面、国

内消費量はかなり伸びたため、コメの輸入量は増加している。このため、コメの自給率は約

26.6％と他の穀類と比較しても非常に低く、その増産が求められている。 

ガーナの農業は、小規模農家による天水依存型の多種類の食用作物栽培を中心とした農業

である。農業分野が GDP に占める割合を見てみると、食用作物の生産額が全体の 65.4％を

占め、次いでカカオが 12.4％となっている。 

 

（５）農業セクターの課題 

農業セクターは国の主要政策分野として、2001 年度以降毎年４％以上の成長率を遂げてい

る。その増加の多くは、カカオの生産及び輸出の増加によるものである。しかし、その GDP
成長への寄与度は、カカオの国際市場の価格下落の影響を受け、2004 年の 29.9％から 2006

年の 2.0％へ急降下している。 

一方、食用作物の栽培においても農業全体と同程度の成長であり、カカオ価格下落の影響

をカバーするには至っていない。また、それぞれの作物の収量は表２－７のとおり相対的に

低い。主な食用作物の現在の平均収量は適正技術が導入され、普及が理想的に行われた場合

の達成可能収量を大幅に下回っている。 

 

表２－７ 現在の平均収量と可能収量比較 

（単位：MT/ha） 

 
平均収量 

（a） 

達成可能収量 

（b） 

達成率 

（a）／（b） 

トウモロコシ 1.5 6.0 25.0％ 

コメ（籾） 1.7 6.5 26.2％ 

ソルガム 0.7 2.0 35.0％ 

ミレット 0.7 2.0 35.0％ 

キャッサバ 12.8 48.7 26.3％ 

ヤムイモ 13.5 49.0 27.6％ 

ココヤム 6.6 8.0 82.5％ 

プランティン 10.6 20.0 53.0％ 

カカオ 0.4 1.0 40.0％ 

パイナップル 50.0 72.0 69.4％ 

出所：AGRICULTURE IN GHANA FACTS AND FIGURES (2007) 

 

ココヤムやプランティンは比較的高い収量を達成しているが、トウモロコシやコメ等の主

要食用作物は可能収量の半分以下と非常に生産性が低い。収量の低い理由としては、自然条

                             
4 天水に頼っているため、雨量によって著しく生産量が左右される。 
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件、気候条件及び土壌条件が挙げられるが、そのほかに、肥料など生産投入材の不足が大き

な理由となっている。 

後述するが、ガーナ国内の農業機械の台数はごく限られており、農民は農業機械を利用せ

ず、鋤鍬などの農耕具を使う人力による農業を営んでいる。また、肥料や農薬についても輸

入量の統計は存在するものの、実際の農家、特に小規模農家における使用量は不明である。

肥料、農薬などの農業資材は国内生産されておらず、全量を輸入に頼っており、その価格は

農民にとって高価なため、利用できる農民は限られ、利用できたとしても収量を上げるため

に十分な投入量、効率的な利用状況に至っていない。 

 

２－２ 貧困農民、小規模農民の現状と課題 

（１）貧困の状況 

ガーナでは、消費支出を一つの指標として貧困ラインを定義づけることにより、国内の貧

困状況を把握するとともに、諸施策を講じるための基礎データとして活用している。 

ガーナ統計局が作成した Pattern and Trends of Poverty in Ghana（ガーナの貧困パターン

と傾向）によれば、低位貧困ラインは、全ての支出を投入しても、必要な栄養量（成人男性

で 2,900kcal／人／日）が不足するような生活水準であることを示し、高位貧困ラインは、食

糧は入手できるものの、 低限の非食糧品を入手することができない水準を示している。1999

年時点での所得水準は、低位貧困ラインの場合、年間大人一人当たり換算で 70 万セディ、高

位貧困ラインは 90 万セディであったが、2006 年１月の物価調整により、これらの貧困ライ

ンは、それぞれ 2,884,700 セディと 3,708,900 セディに変更されている5。 

ガーナ生活水準調査（Ghana Living Standards Survey）のデータに基づく、ガーナ全体の

貧困状況の推移は表２－８のとおりである。 

 

表２－８ 貧困ライン以下の割合推移 

 高位貧困ライン以下 低位貧困ライン以下 

 1991／92年 1998／99年 2005／06年 1991／92年 1998／99年 2005／06年

都市部 27.7％ 19.4％ 10.8％ 15.1％ 11.6％ 5.7％ 

農村部 63.6％ 49.5％ 39.2％ 47.2％ 34.6％ 25.6％ 

全体 51.7％ 39.5％ 28.5％ 36.5％ 26.8％ 18.2％ 

出所：Pattern and Trends of Poverty in Ghana 1991-2006, Ghana Statistical Service, April 2007 

 

高位貧困ライン以下の貧困層の割合は 1991／92 年には５割を超えていたが、年々低下し、

2005／06 年には、全人口の 28.5％にまで減少してきている。しかし、いずれの年度において

も、農村部に居住する貧困層が貧困層全体の 80％以上を占め、都市部と農村部の生活水準の

格差は大きく、その傾向は改善されていないことがわかる。次に州別の高位貧困ライン以下

の貧困層の割合の推移を見ると、図２－４のとおりとなる。 

                             
5 1999 年の低位貧困ライン 70 万セディは約 200US$、高位貧困ライン 90 万セディは 257 US$（1999 年当時の１

US$＝3,500 セディ）。2006 年の低位貧困ラインは約 316 US$、高位貧困ラインは約 407 セディ（2006 年１月当

時の１US$＝9,120 セディ）。 
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出所：Pattern and Trends of Poverty in Ghana 1991-2006, Ghana Statistical Service, April 2007 

図２－４ 州別の高位貧困ライン以下の貧困層の割合 

 

ほとんどの州で貧困が改善されているにも関わらず、北部州、アッパーイースト州及びア

ッパーウエスト州という北部の三州の貧困率は依然として高く、特にアッパーイースト州で

は 70％以上、アッパーウエスト州では 85％以上が貧困層に位置づけられる。このことからも、

南部沿岸地帯と北部サバンナ地帯の間の生活格差が広がる傾向にあることがわかる。 

また、図２－５に示すとおり、職種別の貧困率についても、農業従事者の貧困率は他の職

業従事者と比較して、約２倍の割合を占め、農村部に貧困が集中している。特に、穀類等の

食糧作物を栽培する農家の貧困率は、2005／06 年においても 45.5％を占め、カカオ等の輸出

作物農家の貧困率が改善される一方で、1991 年以降の貧困率の改善ペースも遅く、国全体の

経済成長から取り残された状況となっている。この意味でも、農村部での主要産業である農

業による収入の増加は、国家の貧困削減にとって重要である。 
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出所：Pattern and Trends of Poverty in Ghana 1991-2006, Ghana Statistical Service, April 2007 

図２－５ 職種別の高位貧困ライン以下の貧困層の割合 
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（２）農民分類 

農地規模別の農家戸数の分類に関するデータは入手できなかったが、ガーナの農業は小規

模農家を中心として営まれている。全農家の 90％が２ha 以下の農地を有する小規模農家であ

り、農業生産額の 80％以上を生産している食糧農業分野開発計画（Food and Agriculture Sector 
Development Policy：FASDEP）II といわれている。これは、表２－５で示したとおり、2007

年の全農耕地面積が 724.8 万 ha であるのに対し、579.0 万人が農業に従事しており、単純な

平均でも一人当たり 1.25ha となることからも農民の多くが小規模農家であることがうかが

える。 

他方、ゴム、パームオイル、ココナッツやパイナップル等の輸出作物を生産する農家やプ

ランテーションも存在し、大規模な農地で集約的な農業も行われている。 

また、独立以前からガーナの経済を支えているカカオの生産は、そのほとんどが小規模農

家により行われている。カカオの生産は、毎年の降雨量や降雨パターンにより影響される天

水依存型の農業であることは、他の食用作物と相違はない。さらに、カカオの価格は国際価

格や為替の変動による影響を受け、決して収入面で安定した作物ではない。カカオは南部地

域の森林地帯が主要栽培地域となっており、南部地域の農民にとって現金収入を得るために

重要な作物である。 

ガーナの農業関連協同組合は、登録されているだけで 1,000 以上に上る。これらの中には、

生産者組合のみならず、流通組合、畜産業組合、漁業組合及び農産物加工組合等様々な種類

が含まれる。また、登録はされないまでも、ある一定のビジネスを目的として、地域の農家

がグループを構成して農業生産及び流通販売活動を行う農民組織（ Farmer-Based 
Organizations：FBOs）という名の農民組織の組織化が、食糧農業省及び AgSSIP（Agricultural 
Service Sub-Sector Investment Project：農業サブセクター投資計画）の下で進められており、

すでに国内に FBO が 1,500 以上存在するといわれている。こうした農民グループはメンバー

の生産物の国内販売や輸出の促進、農業生産のための情報の提供、農業資機材の販売、クレ

ジット供与等を行っており、小規模農家においても農民グループに加入することにより、様々

な利益を得ている。 

しかしながら、こうした農民グループに加入していない小規模農家は、十分な農業資材（肥

料、農薬）や農業機械を活用することなく、天水に依存した農業を行っており、単収が上が

らないために収穫量は伸びず、収入の増加につながらないのが現状である。ガーナ政府とし

ては、小規模農家が自ら所有する土地を 大限活用して農業を行い、生産量の増加及び収入

の増加を図るために、いかなるサービスを提供するかが課題となっている。 

 

（３）貧困農民、小規模農民の課題 

ガーナでは、特に北部を中心に貧困層が多く、その多くが小規模農民である。南部森林地

帯には、カカオ等の輸出作物を生産する比較的裕福な小規模農家も存在するが、穀物等の食

用作物を生産する小規模農家は、一般的に裕福であるとはいえない。こうした貧困農民が抱

えている課題は、以下のとおりである。 

① 農業用水を天水に頼っているため、農業生産性が不安定で低い。 

② 一般的に女性は農地へのアクセスが困難であり、特に灌漑農地へのアクセスは困難で

ある。 
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③ 土地が肥沃ではないため、農業生産性が低い。 

④ 肥料、農薬等の農業資材は高価であるため入手が困難であり、必要な量を投入できな

い。 

⑤ 農業関係の作業訓練が持続的ではない。 

⑥ トラクター、作業機及びその他の農業機械に関するサービスへのアクセスが限られて

いる。 

⑦ 灌漑用地下水の開発が遅れている。 

⑧ 農業生産のための融資へのアクセスが不足している。 

⑨ 農耕方法が不適切である。 

⑩ 農作物の価格が不安定である。 

⑪ 伝統的な人力による農業用資機材に依存しすぎている。 

⑫ 食糧農業省地方事務所の人員不足により、特に森林地帯及びサバンナ地帯の農民は、

農業普及員へのアクセスが困難である。 

⑬ 農家の中でも、特に女性は食用作物の栽培に集中している割合が高い。他方、開発プ

ロジェクトは換金作物に集中しているため、女性は恩恵を受け難い。 

 

２－３ 上位計画（農業開発計画/PRSP） 

（１）国家開発計画 

ガーナは、2005 年に Ghana Poverty Reduction Strategy I（GPRS I）を改訂し、より成長志

向が強い Growth Poverty Reduction Strategy II（GPRS II）を発表した。GPRS II は 2006 年

から 2009 年までの４年間を対象としており、経済成長の推進により、2015 年までに中所得

国入りすることを政策目標としている。具体的には、年平均６～８％の経済成長を実現し、

2015 年までに一人当たりの年間所得を 1,000US$以上に引き上げることとしている。GPRS II
における主要戦略は GPRS I とほぼ同様の以下の４つを掲げている。 

① 継続的なマクロ経済の安定化 

② 民間セクター主導による経済成長の加速化 

③ 人的資源開発 

④ グッドガバナンスと市民社会の責任 

 

なお、「民間セクター主導による経済成長」は以下の要因を考慮したものである。 

① 人口の 60％以上の就業人口 

② 貧困者の大半を農業従事者であるため貧困問題の直接的解決に結びつく 

③ 農業生産性向上が食糧安全及び衛生環境に大いに寄与する 

④ 近代農業の実践は農業と産業の変革に寄与する 

⑤ 雇用を求めた地方から都市部への人口流出による社会問題の発生予防 

 

このように農業分野は GPRS II において、「民間セクター主導による成長の加速化」とい

う目標を達成するための軸として位置づけられており、目標達成のために年間６％以上の農

業分野の成長が必要とされている。そして、農業開発を進める上での重点分野としては、以

下の９点を掲げている。 
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① 土地の取得及び所有権の保証 

② 灌漑設備普及の加速化 

③ 農業金融と農業投入材へのアクセスの向上 

④ 選択的な作物の開発6 

⑤ 畜産開発 

⑥ 農業機械へのアクセスの向上 

⑦ 農業普及サービスへのアクセスの向上 

⑧ 養殖漁業の推進 

⑨ 自然環境の回復 

本計画に関連する部分としては、灌漑施設の整備や農業機械及び農業投入材へのアクセス

の向上が挙げられる。 

 

（２）農業開発計画 

上記の国家開発計画を受け、ガーナ食糧農業省は、2002 年に策定した農業分野の包括的な

開発計画にあたる「食糧農業分野開発政策（Food and Agriculture Sector Development Policy：
FASDEP）」を 2007 年８月に改訂し、FASDEP II を策定した。 

従来の FASDEP は、民間セクター主導による農業開発と経済成長の達成という GPRS I の
目標に対応して、①生産奨励作物の生産促進とそれらの市場の重点的な開拓、②適正技術の

開発とその普及、③農業開発及び民間セクターの活動に必要な資金へのアクセス向上、④農

村のインフラ整備、⑤人的資源開発及び組織的能力の向上、の５分野を農業分野の重点開発

目標としていた。 

食糧農業省では、FASDEP が必ずしも期待された成果を十分上げることができなかった理

由として以下の３つを挙げている。 

① 近代的農業の推進者、資金融資や農業技術へのアクセス、流通のためのインフラ整備

が遅れ、市場が限られているなかで、ターゲットとする農民の選択が適当ではなく、

あまりにも小規模な農家に対し、農業の近代化を期待することに無理があった。 

② 問題分析が不十分で、必ずしも対象となる関係者のニーズと優先順位を反映していな

かった。 

③ 食糧農業省の範疇外事項に関し、他省庁の関与を喚起し、参加させるプロセスが明確

でなかった。 

以上のような反省を踏まえ、テーマ別に作業部会を組織し、広く関係者を集めた上で、慎

重に農業開発計画の策定プロセスを進めた結果、FASDEP II では、以下の６つの農業開発目

標を定め、それぞれに対する戦略と具体的な政策を策定している。 

① 食糧安全保障、自然災害に対する準備並びに収入の安定化 

② 収益性の向上 

③ 競争力の向上及び国内、国際市場への参入促進 

                             
6 「選択的な作物の開発」とは、食糧安全保障、農産品加工または輸出に適した作物を選択し、環境に配慮しな

がら重点的に開発することをいい、それらの作物の改良品種の普及、土壌改良及び病虫害管理システムの普及

を含む。 
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④ 土地と農業生産環境の持続的な運営管理 

⑤ 食糧及び農業開発における科学技術の応用 

⑥ 効果的な関係各機関との調整 

このうち、食糧安全保障の達成に関して、 重点作物としてトウモロコシ、コメ、ヤムイ

モ、キャッサバ並びにササゲを選定しており、植生や食生活に応じ、地域ごとに多くとも２

作物を重点作物として選定することとしている。 

また、上記６つの目標を実現する政策として、 

① 効率的な農業普及サービスの確立 

② 灌漑用水量のポテンシャル向上 

③ 生物、環境からの農産物被害の防御 

④ 農業の機械化 

⑤ 農業投入材へのアクセス向上 

⑥ 人的資源開発と男女間の平等 

⑦ 金融サービスの改善が含まれている。 

以上のとおり、ガーナでは、農業開発計画の推進のためには農業の機械化による効率化は

欠くことのできない重点策の一つと位置づけられており、２KR は同国の農業政策を支援す

るものである。 

 

（３）本計画と上位計画との整合性 

ガーナ食糧農業省は、２KR による支援を要請するにあたり、「ガーナ国５州における稲作

部門の刷新（Revamping the Rice Sector in Five Regions of Ghana）」として新たに農業機械

の調達、投入計画を作成し、本計画を要請している。本要請では、コメが主要作物となって

いる５州を選定し、その増産ひいては農民の収入増を図るために、農業機械を活用すること

を計画している。 

上記で述べた GPRS II 及び FASDEP II の双方において、農業の機械化及び農業機械へのア

クセスの向上は重点政策の一つとして掲げられており、さらには対象作物であるコメも国家

の食糧安全保障を達成する上での重点作物の一つとして位置づけられていることから、本計

画は GPRS II 及び FASDEP II の政策に合致するといえる。 
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第３章 当該国における２KR の実績、効果及びヒアリング結果 
 

３－１ 実 績 

ガーナに対する我が国の２KR の援助実績を表３－１に示す。２KR は 1981 年度に開始され、

1982 年度を除き 1999 年度まで継続的に実施された。その後、５年間のブランクを経て、2005 年

度に再開され、2007 年度までの合計供与額は 73.3 億円となっている。 

供与額は毎年度２～５億円の範囲であり、これまでの調達資機材は肥料、農薬及び農業機械の

全てのカテゴリーにおいて多種類にわたっている。そのうち、1995 年度から 1999 年度までの５

年間は主として農業機械（車輌、建機を含む）と農薬の調達となっており、肥料の調達は 1996

年度の尿素と化成肥料（NPK：23-15-５）のみであった。 

2005 年度及び 2007 年度２KR では、表３－２に示すとおり歩行用トラクター及びその作業機、

２輪駆動乗用トラクター及びその作業機、籾摺り精米機並びに灌漑用ポンプといった農業機械の

みの調達であった。 

 

表３－１ ガーナに対する２KR 援助実績 

（E/N 額単位 億円） 

年度 1981-2002 2003 2004 2005 2006 2007 合計 

E/N 額 66.0 - - 3.6 - 3.7 73.3 

調達品目 肥料・農薬・農機 - - 農機 - 農機 肥料・農薬・農機 

出所：JICS 資料 

 

表３－２ 2005 年度及び 2007 年度の２KR 調達農業機械と台数 

2005 年度調達資機材 台数 

乗用トラクター（２WD／70 馬力クラス） 50 台 

ディスク・プラウ 50 台 

ディスク･ハロー 50 台 

トレーラー 50 台 

かご車輪 10 台 

歩行用トラクター（12 馬力クラス） 100 台 

 トレーラー 100 台 

 ロータリー・ティラー 100 台 

 水中ポンプ 100 台 

 かご車輪 100 台 

籾摺り精米機（800kg／時） 10 台 

灌漑用ポンプ（４"×４"） 54 台 

灌漑用ポンプ（６"×６"） 25 台 

2007 年度調達資機材 台数 

乗用トラクター（２WD／80 馬力クラス） 78 台 

ディスク・プラウ 78 台 
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ディスク･ハロー 53 台 

ロータリー・ティラー 25 台 

トレーラー 78 台 

籾摺り精米機（800kg／時） 20 台 

灌漑用ポンプ（６"×６"） 16 台 

出所：JICS 資料 

 

３－２ 効 果 

（１）食糧増産面 

2009 年度の対象作物に挙がっているコメの収穫面積、単収及び生産量を表３－３に示す。

収穫面積は 88,000ha から 130,400ha の間で推移している。生産量については、185,300MT
から 281,100MT 程度となっている。 

 

表３－３ コメ（籾）の収穫面積、単収及び生産量 

作物  1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年

収穫面積（ha） 130,400 105,300 93,600 88,000 122,800 117,700 119,400 120,000 125,000 108,900

単収（MT/ha） 2.156 1.992 2.293 2.877 2.280 2.031 2.025 1.971 2.000 1.702
コメ

（籾） 

生産量（MT） 281,100 209,800 214,600 253,200 280,000 239,000 241,800 236,500 250,000 185,300

出所：食糧農業省 

 

一般的に食糧増産を図るためには、農業機械を使用することにより作付面積を拡大するこ

とと肥料、農薬などの資機材を適量・適時に投入し、水や温度の管理を適切に行うことによ

って作物の生長を促進し、単位面積当たりの収量（単収）を増加させることの２つの方法が

採られる。ガーナに対する２KR は、乗用トラクターや歩行用トラクターにより作付面積を

拡大するとともに、灌漑用ポンプを活用して水管理を行い、単収を増加させるという両面か

ら食糧増産をめざしている。 

さらに、ガーナの稲作においては、次のような問題が生じている。収穫を手作業で行うこ

とがほとんどであり、人手不足によりイネが適期に収穫されず立ち枯れしてしまう、たとえ

収穫されても脱穀されずに圃場に残され、籾が過乾燥して亀裂が生じ、食用として適さなく

なる、野火の被害に遭うなど収穫及び収穫後の処理に伴う収量のロスが多く見られる。この

問題を解決するために、コンバイン・ハーベスター等の収穫用農機や脱穀機等の収穫後処理

機を２KR により調達することで結果的に食糧増産を図ることとしている。 

しかしながら、食糧農業省は、２KR による直接的な食糧増産効果を統計データ等により

定量化することは困難であるとの見解を示している。これは表３－３のとおり、作物の単収・

生産高は年により増減がある。その原因として、作物の生産には農業資機材の投入のほかに、

気象条件や灌漑施設の整備などの要因が大きく影響することが挙げられる。また、農業資機

材についても、２KR で供与された以外の肥料や農薬等の使用、さらに民間ディーラーによ

る調達ルートの存在も考えられる。 

ただし、個々の農民について見れば、乗用トラクターなどの農業機械を導入したことによ

り、購入者は従来よりも短期間で農作業を完了し、他の農民に農業機械の賃貸しを行うこと

によって、周辺地域の耕作面積の拡大にもつながっている。こうした耕作面積の拡大による
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作物の増産効果において、２KR の農業資機材がガーナの食糧増産に寄与していると考えら

れる。 

 

（２）貧困農民、小規模農民支援面 

ガーナ国内には農業機械の輸入販売を行う民間ディーラーが複数存在しており、農業機械

販売の民間市場はある程度発達しているため、大規模な農家については、これら民間ディー

ラーを通じて必要な農業機械を購入することができる。しかしながら、十分な購買力を有し

ていない小規模農家はこれまで農業機械の有効性を理解しつつも、実際に手に入れることは

困難な状況にあった。そのため、ガーナでは農業機械の普及率が低い7。 

食糧農業省は２KR で調達した農業機械を市場価格よりも廉価で、４回の分割払いという

好条件で販売することにより、これまで農業機械を購入することが困難であった小規模農家

にも購入できる機会を与えている。これによりある程度の資金を蓄えている小規模農家は農

業機械を購入することができるほか、単独で購入することが困難な農家も周辺の農家や親戚

との共同で購入したり、農民グループや協同組合として購入したりすることにより、農業機

械がより身近なものとなっている。 

農家は農業機械の導入により農地の整備や生産管理及び収穫後の処理が効果的、効率的に

行うことができるようになるため、耕作面積の拡大と単収の増加がともに図られ、農業生産

による増収につながっている。また、従来よりも少人数、短期間で農作業を完了できるため、

人件費も削減されている。さらに、農業機械が未使用の期間は周辺の農家へ貸出しを行うこ

とにより、リース料の収入という副次的効果もある。逆に農業機械を借りた農家も購入者と

同様の増産効果を生むことができるため、生活水準の向上につながっている。 

以上のように２KR は食糧増産及び貧困農民支援の両面から、ガーナの農業の改善、ひい

ては生活の改善に寄与していると考えられる。 

 

３－３ ヒアリング結果 

（１）裨益効果の確認 

食糧農業省は 2005 年度に調達した乗用トラクター50 台の導入によって新たに約 4,000ha、
歩行用トラクター100 台の導入によって約 2,000ha の耕地が新たに開墾されたと推計してい

る。また、同省は人力で土地を耕すと１エーカー当たり 80 時間要するが、乗用トラクターを

使用した場合、１時間での耕起が可能であると述べている。 

一方、今次調査で訪問した北東州の州都であるボルガタンガには、寡婦ら 47 人の女性から

なるグループ（Daborin Single-mothers Association）が形成されており、2005 年度２KR で購

入した日本製の籾摺り精米機を使用して 312MT／年の精米を行っており、30,000 ガーナセデ

ィ／年の収入を得ているとのことであった。なお、同機材は石抜き・研米の機能を備えてお

り、非常に収益性の高い精白米を精製できるとのことで、主要な販売先である中学校等の施

設からの評判も高いという意見が聴取できた。 

このように、２KR の農業機械が調達されることで、農民の労働時間の短縮ができたり、

                             
7 FAOSTAT の統計によると、2007 年にガーナにおいて稼働中の農業用トラクターは 3,600 台、コンバイン・ハ

ーベスターは 155 台となっている。 
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余剰時間を使って休耕地を耕作し、栽培面積の拡大に寄与したり、２KR の果たす効果は大

きいといえる。 

また、上述の例のように２KR 資機材が効果的に使われることによって、高齢女性等の雇

用創出の役割も担っている。 

 

（２）ニーズの確認 

今次調査の結果、農民からの収穫及び収穫後処理に係る農業機械（刈取機、米脱穀機、コ

ンバイン・ハーベスター等）の必要性を訴える声が多く聞かれた。特に、訪問した北部州で

は、収穫期に迅速な刈取り・脱穀を実施しなければ、野火の被害を受けることが多いため、

２KR での調達を望む意見が聞かれた。また、グレートアクラ州で 2005 年度調達の歩行用ト

ラクター及び灌漑用ポンプを購入した農民は、収穫期に近くのコンバイン・ハーベスター保

有者から同機材を賃借りしているが、リースする農民も多いので、賃借りのため順番を待た

なければならないとのことであった。 

トラクターについては、2007 年度に調達した日本製の 80HP 級の乗用トラクターに対する

評判が高い一方、アシャンティ州農業事務所長からは、一区画の小さな圃場には歩行用トラ

クターが適切であるとの声も聞かれた。 

 

（３）課題 

今般の現地調査において関係機関、農民等へヒアリングした結果、２KR 機材の運用上の

問題点が以下のとおり確認された。これらの問題点については実施機関に善処するよう申し

入れ、先方は了承した。 

１）スペアパーツの調達 

今回調査で農民からスペアパーツの入手の困難さに対して苦言を呈されたが、本来実

施機関である AESD が責任を持って、入札時に農業機械本体と同時に調達したスペアパ

ーツ8を適正に管理し供給すべきである。調査団からは、AESD の倉庫に保管されているこ

のスペアパーツについて、管理台帳の作成・更新を通じ、円滑な管理を依頼するとともに、

メーカーもしくは調達業者の現地代理店を通じて必要な純正スペアパーツを注文し、正規

料金を支払って購入するよう依頼した。 

２）農業機械の使用法と維持管理について 

農業機械の故障等の原因として、スペアパーツ等の適時交換の未実施以外にも、長時間

連続使用による負荷に対する適正な維持管理・整備の未実施、操作方法の未熟さなどが挙

げられる。農業機械は、購入農民が運転するのではなく、専門のオペレーターを雇用して

いる例が多いが、定期点検や整備を行っておらず、適正な操作方法を知らないようである。

現在、実質的に一人の AESD の技術者が全国を回り故障や維持管理に対応しているような

状況のため、技術指導が行き届いていない。 

 

                             
8 2007 年度２KR では、乗用トラクター、籾摺り精米機及び灌漑用ポンプについては、運賃保険料込条件（Cost, 

Insurance and Freight：CIF）価格の 10％、乗用トラクター用作業機については、CIF 価格の５％に当たるスペ

アパーツが納入されている。 
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３）AESD に対する支援 

1999 年度以来、2005 年度まで２KR の実施がなく、AESD が実施機関として２KR に関

わったのは 2005 年度及び 2007 年度の２回である。実直に管理をする姿勢がみえるものの、

まだ実施体制での回収、スペアパーツ管理、現地代理店とのコミュニケーションなどにお

いて整備されていない点がいくつかある。 
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第４章 案件概要 
 

４－１ 目標及び期待される効果 

本案件は、食糧農業省が立案した「ガーナ国５州（グレートアクラ州、ヴォルタ州、北部州、

北東州、北西州）における稲作部門の刷新（Revamping the Rice Sector in Five Regions of Ghana）」
計画（以下、「刷新計画」と記す）9の実施に必要な農業機械を、２KR によって供給するために要

請がなされたものである。 

ガーナでは、過去 10 年間にコメの消費量が一人当たり年間 15.4kg から 37.5kg（約 140％の増

加）に増え続けている。その生産は保有地 1.5ha 以下の小規模農民に依存しており、表３－３の

とおり収穫面積も生産量も過去 10 年間でほとんど増加が見られず、コメの自給率は約 26.6％と

低いため、輸入に多くを頼らざるを得ない状況にある。 

このような現状を、農業機械化によるコメ増産と自給率向上によって改善するため、2005 年か

ら 2010 年の５ヵ年計画として立案されたものが「刷新計画」であり、概要は以下のとおりである。 

 

（１）目標 

・2014 年までにコメ（籾）の生産量を現在の 290,000MT から 377,000MT に増産する。 

・コメの生産農民に対して、農業機械へのアクセスを向上させる。 

 

（２）期待される効果 

・34,800ha の耕作地が新たに開墾され、コメ（籾）の生産量が 87,000MT 増産される。 

・コメの輸入量が現在より 15％削減され、3,000,000US$の外貨が節約できる。 

・17,000 のコメ生産農家（世帯）が農業機械にアクセスできるようになり、生産量の増大

と収入の上昇が見込まれる。 

 

この目標達成の一環として、５年間で表４－１に示された農業機械が必要である。 

 

表４－１ 「刷新計画」における農業機械の品目と必要台数 

品目 台数 

乗用トラクター 200

歩行用トラクター 255

コンバイン・ハーベスター 200

精米機 150

灌漑用ポンプ 300

米脱穀機 100

刈取機 100

ピックアップ ６

修理工作車 ２

トラック ４

出所：2010 年度要請書 

                             
9 同計画は、ガーナが策定したガーナ貧困削減政策（Ghana Poverty Reduction Policy）及び食糧農業開発政策（Food 

and Agriculture Development Policy）の目標に追従するものである。 
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４－２ 実施機関 

食糧農業省（Ministry of Food and Agriculture：MOFA）の農業技術サービス局（Agricultural 
Engineering Services Directorate：AESD）が２KR の実施機関である。食糧農業省及び AESD の組

織図をそれぞれ図４－１及び図４－２に示す。食糧農業省の技術面及び行政面でのトップは次官

であり、次官の下には AESD 等からなる技術局を含む７つの部局が存在する。 

2007 年度のガーナ政府の歳出は、1,992,590,000 ガーナセディ（約 1,274 億円）であり、その

うち 1.7％に当たる 33,830,000 ガーナセディ（約 21.6 億円）が食糧農業省に配分されている。 

 

 

出所：食糧農業省 

図４－１ 食糧農業省組織図 

 

 
出所：食糧農業省 

図４－２ AESD 組織図 

 

また、食糧農業省及び AESD の職員の配置をそれぞれ表４－２及び表４－３に示す。食糧農業

省の職員は、2009 年９月時点で地方の州・県事務所を含めて 6,524 人である。そのうち AESD の

職員数は 2009 年 12 月時点で 61 人である。 
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表４－２ 食糧農業省の職員配置 

（単位：人） 

  専門職 準専門職 技術職 行政職 合計 

アクラ 中央官庁 179 12 79 285 555

各州 グレートアクラ州 94 48 175 133 450

 アシャンティ州 118 47 464 175 804

 ブロング・アファフォ州 108 55 323 190 676

 中央州 85 42 218 203 548

 東部州 104 135 359 223 821

 北部州 152 76 298 347 873

 北東州 58 36 179 150 423

 北西州 26 14 80 70 190

 ヴォルタ州 81 63 286 265 695

 西部州 67 45 244 133 489

 合計 1,072 573 2,705 2,174 6,524

出所：食糧農業省 

 

表４－３ AESD の職員配置 

（単位：人） 

 専門職 準専門職 行政職 技術職 合計 

アクラ/各州 14 ６ 12 29 61 

出所：食糧農業省 

 

AESD の組織には、各州にワークショップが一つずつあり、農民が所有する農業機械の維持管

理・故障等に対応し、相談や指導にあたることになっているが、実際には首都アクラ在住の AESD
の技術者一人が全国を回って修理等に応じている状況である。 

 

４－３ 要請内容及びその妥当性 

（１）対象作物 

対象作物は、コメである。 

コメはメイズ、ミレット、キャッサバ、ヤム等と並んで、ガーナの主食であるが、その自

給率は非常に低く（2007 年 26.6％）、年率 2.7％ともいわれる人口増加率に対応するために

も国産コメの増産が緊急課題となっているので、コメを対象作物とすることは妥当と思われ

る。 

 

（２）対象地域及びターゲット・グループ 

当初要請のあったガーナにおけるコメの主要生産地域であるグレートアクラ州、ヴォルダ
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州、北部州、北西州及び北東州の５州に加え、潜在能力が高いアシャンティ州10を対象地域

とするのは妥当と思われる。 

 

（３）要請品目・要請数量 

表４－４に当初要請品目・数量を示す。 

 

表４－４ 当初要請品目・数量 

（単位：台） 

要請品目  

乗用トラクター 100

コンバイン・ハーベスター 10

籾摺り精米機 20

歩行用トラクター 50

灌漑用ポンプ 50

米脱穀機 20

刈取機 20

ピックアップ ４

修理工作車 １

出所：2010 年度要請書 

 

要請数量は異なるものの、要請品目は 2007 年度の当初要請品目と同一である。要請品目の

検討に当たっては、直接的に農民に裨益する機材で、現地で流通し利用されていること、農

業増産・食糧増産に寄与するものを調達対象とし、 終要請品目とした。 

一方、食糧農業省がインド輸出入銀行等からのローンで購入した乗用トラクター、コンバ

イン・ハーベスター及び歩行用トラクターの数量を表４－５に示す。2008 年に購入した歩行

用トラクター200 台のうち 98 台が在庫となっているが、それ以外はほとんど在庫がないこと

からも農業機械に対する高い需要が確認される。 

 

表４－５ 食糧農業省輸入品目・数量11 

（単位：台） 

品目 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 合計 

乗用トラクター 200 400 400 306 932 200 2,438

コンバイン・ハーベスター 0 0 0 0 0 27 27

歩行用トラクター 0 0 0 0 200 0 200

出所：食糧農業省 

                             
10 アシャンティ州については、当初要請では対象地域ではなかったが、耕作面積も広く、今後の収量の増加が見

込まれる。また、JICA の実施する技術プロジェクトである「天水稲作持続的開発プロジェクト」との連携も

視野に入れ、対象地域として加えることで食糧農業省と合意に至った。 
11 乗用トラクターについては、60～80HP のものが主流であるが、細かい仕様については不明であり、他の農業

機械についてもコメ以外の作物にも利用されているものと考えられる。 
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＜要請品目及び数量の妥当性の検討＞ 

１）乗用トラクター 

要請書には、乗用トラクターのみ記載されてあったが、AESD に確認したところ、乗用

トラクター用の作業機（ディスク・プラウ、ディスク・ハロー、ロータリー・ティラー及

びトレーラー）も調達対象として希望するとのことであった。なお、要請台数について、

食糧農業省は、４）に述べる歩行用トラクターの要請台数 50 台を取り下げ、その代替と

して、より多くの乗用トラクターを調達したいとの意向を示し、要請書記載の 100 台から

150 台とする。 

乗用トラクターは、各種の作業機を牽引または駆動して、耕起、中耕、防除、収穫、運

搬等の農作業全般において幅広く使用することができる。食糧農業省は、80HP 以上の２

輪駆動の乗用トラクターの調達を希望している。2005 年度及び 2007 年度で調達された乗

用トラクターも 73.5HP から 86HP 程度であり、ガーナで一般に使用されている乗用トラ

クターも同様の馬力であることであり、農民にとって扱いやすいため、要請品目としては

妥当である。 

次に乗用トラクターの必要台数を、農作業の中で重要な耕起作業をもとに検討する。乗

用トラクターの対象地域では、天水稲作、天水畑稲作が一般的12である。耕起作業は、雨

季の始まりの降雨の後に開始するため、約１か月間がその期間となる。2007 年度に調達さ

れたトルコ製ディスク・プラウ（26 インチ３連のディスク・プラウ）を装填した場合、作

業幅は 107cm であり、圃場効率を勘案すると、耕起作業は 0.637ha／時となる。ロス時間

を除外して１日５時間作業すると、3.185ha が耕起できる。作業時期を、雨季の 30 日とし、

対象面積における必要台数を単純計算すると、表４－６で表した台数が必要となる。 

食糧農業省は、現在対象地域で稼動している乗用トラクター数等を把握していないため、

単純に比較はできないが、乗用トラクターの価格から、対象となる小規模・中規模農民が

すでに２KR 以外で乗用トラクターを入手しているとは考えにくい。 

以上から、必要台数 1,082 台から 2005 年度及び 2007 年度調達台数を控除した不足台数

は 954 台である。今回要請台数は不足台数内であるため、乗用トラクターの要請数量は妥

当と思われる。 

 

表４－６ 乗用トラクターの必要台数 

対象面積 103,364ha 
１日当たりの作業面積 3.185ha 
作業日数 30 日 

１台当たりの作業可能面積 95.55ha 
必要台数 1,082 台 

2005 年度調達台数 50 台 

2007 年度調達台数 78 台 

不足台数 954 台 

2009 年度 終要請台数 150 台 

出所：食糧農業省及び調査団作表 

                             
12 灌漑地域も存在するが、一区画が小さい場合、歩行用トラクターあるいは小型の乗用トラクターが望ましい。 
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作業機については、次のとおりである。 

ディスク・プラウは、耕起用作業機で、皿状の円盤が接地、自転しながら土壌を切削・

破砕し、反転させる。土中への強い吸込力はないが、土中を転がるので土との摩擦抵抗は

かなり少なく、硬い異物を乗り越え、避けるため、無理な抵抗がかからない。礫や根株が

多いところ、凹凸の激しいところ、極端に固いところに適しており、開墾用に適している。 

ディスク・ハローは、プラウで耕起した後に、砕土、整地作業を行うための作業機で、

取り付けられた円盤が土の塊を切り割り、土地を細かく砕くためのものである。 

ロータリー・ティラーは、つめ軸に装着された多数のつめが回転し、土壌の耕起と砕土

が同時にでき、作業幅が広いので能率的に作業が行える。 

トレーラーは、トラクターで牽引し、農業用資材、農産物の運搬に利用される。 

今回要請のあった作業機は、固い土壌の耕耘及び中耕、整地、その後の農作業に必要な

ものであり、かつ、いずれもガーナで一般的に使用されており、乗用トラクターに作業機

を装着することで、乗用トラクターをより効果的に使用することができるため、要請品目

としては妥当と思われる。 

２）コンバイン・ハーベスター（自脱型） 

自動脱穀機を基本ベースとして、これに刈取部と走行部を装備し、圃場を自走しながら

イネを刈り取り、脱穀・選別する収穫機械である。大きさは刈取条数によって分類される

ほか、下扱き・上扱きなどの脱穀部形式やグレインタンクの有無等によっても区分される。 

今般の要請のコンバイン・ハーベスターは過去にも調達実績があり、対象地域である北

部州等比較的大きな圃場を有している地域での作業に非常に有効であり、50％ともいわれ

るガーナの収穫ロスを改善し、収穫量を増大するためにも、要請品目として妥当と思われ

る。なお、同機材は非常に高額な機材であり、維持管理方法も他の機材に比べ十分な配慮

を要することから、配布、販売先の選定には十分な注意をするよう、調査団から申し入れ

ている。また、食糧農業省による技術指導も徹底されるべきである。 

終的な要請台数は、当初要請の 10 台から５台とし、後述のより優先度の高い刈取機及

び米脱穀機の調達数量を増やしたい意向が食糧農業省より示された。 

次にコンバイン・ハーベスターの必要台数を検討する。2009 年度の食糧農業省の要請の

コンバイン・ハーベスターは 1999 年度に調達されたものと同サイズ（作業幅 206cm）であ

り、収穫作業は、0.721ha／時可能である。作業時期を収穫期２週間のうち、天候に恵まれ

た 10 日間と想定し、１日５時間作業すると、36.05ha 作物の刈り取り・脱穀・選別作業が

できる。 

対象作物の収穫面積の合計である 103,364ha より必要台数を単純計算すると、表４－７

のとおり、2,713 台が必要となる。ガーナで稼動しているコンバイン・ハーベスターの数

は FAOSTAT（2007 年）によると、155 台であり、必要台数からこの稼動台数を控除した不

足台数は 2,713 台である。要請台数は不足台数内であるため、要請数量は妥当と思われる。 
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表４－７ コンバイン・ハーベスターの必要台数 

対象面積 103,364ha 

１日当たりの作業面積 3.605ha 

作業日数 10 日 

１台当たりの作業可能面積 36.05ha 

必要台数 2,868 台 

稼動台数（2007 年） 155 台 

不足台数 2,713 台 

2009 年度 終要請台数 ５台 

出所：食糧農業省、FAOSTAT 及び調査団作表 

 

３）籾摺り精米機 

乾燥後の籾から籾殻を除去して玄米にし、さらにヌカ層を除去して精白米にする機械で

あり、プレ･クリーナー、石抜き、研米の機能を持つものが要請されている。 

ガーナでは、精米業者が持ち込まれた籾を賃搗きしていることが特徴的であるが、農民

あるいは農民グループが自身で精米することで、コメの商品としての付加価値を高め、増

収が期待できることから、要請品目としては妥当と思われる。精米の付加価値を上げるた

めには、砕米を取り除くための選別機が付いているほうが望ましい。なお、2008 年 11 月

に到着した 2007 年度の籾摺り精米機 20 台のうち、現地調査時点で 14 台の在庫が確認さ

れた。その原因としては、到着後 AESD での配送・組立てを経て 初に AESD と購入希望

者の間で合意書が交わされたのが、2008 年 12 月後半と収穫期を過ぎてしまったことにあ

ると食糧農業省は考えている。この点につき、今次調査で籾摺り精米機の需要は十分確認

されたが、2009 年度分も含め、配布計画について慎重な姿勢で策定するよう依頼した。 

食糧農業省は、籾処理量が 1,000kg／時以上の大型のものを希望しているが、大型機材

が必要となる処理量の根拠が不明瞭であり、今次調査で訪問した 2005・2007 年度調達の

籾摺り精米機（籾処理量 800kg／時）を購入した農民に尋ねたところ、処理量に対する苦

情は一切聞かれなかった。したがって、入札時の仕様の確定の際には十分な注意を払うべ

きである。 

４）歩行用トラクター 

水田・畑等で幅広く利用されている小型の二輪トラクターである。乗用トラクターでは

耕起できないような小区画の圃場や傾斜のある圃場でも使用が可能であり、価格も比較的

廉価なことから、小規模農民にも裨益すると思われる。 

しかし、食糧農業省はインド輸出入銀行からの融資等を活用して 2008 年にインド製の歩

行用トラクター200 台を輸入しており、190 台が在庫となっていることから要請を取消す

との申し入れがあった。 

５）灌漑用ポンプ 

ガーナの灌漑面積は 33,778ha であり、灌漑率は 0.14％（2007 年）と低く、天水に頼っ

た農業を行っている農民がほとんどであり、灌漑地でありながら設備が不十分なためポン

プ等による水供給を余儀なくされる農民もいることから、灌漑用ポンプは用水確保のため

に必要性が高い。 
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ターゲット・グループの農民が持つ圃場に必要な水量を１日２時間程度で確保するため

に必要なポンプの大きさと数量を次のように試算する。 

圃場を１ha とし、陸稲に使う灌漑水量を８mm／日とすると、単純計算では 80m3／日の

水が必要である。これを、１日２時間程度で補うには、0.667m3／分を揚水できればよく、

３インチ口径の灌漑用ポンプ（0.7m3／分）１台が適当となるが、水源から離れた圃場ま

で水を引く場合、距離に比例して揚水量も減じてくることから、揚水量のより大きいもの

を農民は好む傾向がある。 

４インチ口径の灌漑用ポンプであれば、1.633m3／分（2005 年度調達のトルコ製灌漑用

ポンプの処理能力）の水量が確保できるため、49 分程度で１ha に作付けされた陸稲に水が

供給できる（実際は水源が遠いため、これ以上の時間がかかる）。水田として利用するた

めには、陸稲に必要な水量の５倍以上が必要といわれている。 

例えば、上記の試算から１ha の圃場に必要な水量を満たすために４インチ口径の灌漑用

ポンプ１台を必要とすると、対象面積（103,364ha）の必要台数は、103,364 台となり、過

年度２KR で調達した灌漑用ポンプで現在も稼動中と思われる 1998 年度以降の調達台数を

差し引いても、要請台数は不足台数内であるため、要請数量は妥当と思われる。 

６）米脱穀機・刈取機 

米脱穀機は刈り取った穀物をそのまま投入して脱穀するもので、稲、麦、豆、雑穀に用

いられ、効率良く実を処理するには有効な機材であり要請品目としては妥当と思われる。 

一方、刈取機は稲の収穫に使用される機械で、低価格であること、小面積の圃場でも作

業できること、また農道が狭い、あるいは急傾斜でも搬入できることなどから、利用が増

加している。米脱穀機と刈取機の組み合わせで使用することで、収穫期の迅速な刈り取

り・脱穀が可能であり、農地における野火の被害を未然に防ぐことが期待される。 

なお、要請台数は低価格であり、小規模農民でも購入しやすいこと、小区画の圃場でも

作業できること、また農道が狭い、あるいは急斜面でも進入できることなどから、上述の

コンバイン・ハーベスターの数量を減じ、当初要請の 20 台から 35 台としたい旨が食糧農

業省より示された。 

続いて、米脱穀機と刈取機の必要台数を検討する。刈取機について、食糧農業省が要求

する仕様は過年度でも調達実績のある 0.33ha／時の圃場作業量のものである。コンバイ

ン・ハーベスターの事例と同様、作業時期を収穫期２週間のうち、天候に恵まれた 10 日

間13と想定し、１日５時間作業すると、16.5ha 作物の刈り取り作業ができる。対象作物の

収穫面積の合計である 103,364ha より必要台数を単純計算すると、表４－８のとおり、

6,064 台が必要となる。要請台数は不足台数内であるため、要請数量は妥当と思われる。

また、米脱穀機については、収穫作業のうち、刈り取り作業と対をなすものであり、また、

食糧農業省は刈取機と組み合わせて販売することを企図していることから、同数を 終要

請台数とすることで合意した。 

 

 

                             
13 刈取作業及び脱穀作業が同時並行でなされると考え、作業日数を 10 日間とする。 
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表４－８ 刈取機の必要台数 

対象面積 103,364ha 

１日当たりの作業面積 1.65ha 

作業日数 10 日 

１台当たりの作業可能面積 16.5ha 

必要台数14 6,264 台 

稼動台数（2002 年）15 200 台 

不足台数 6,064 台 

2009 年度 終要請台数 35 台 

出所：食糧農業省、JICA「ガーナ共和国コメ総合生産・販売調査」及び調査 

団作表 

 

７）ピックアップ、修理工作車 

AESD に質問したところ、本要請品目はそれぞれ、２KR 資機材のモニタリング、維持管

理・修理に利用したいということであり、その観点からいうと有益な資機材ではあるが、

用途に汎用性があり、また、AESD の職員が使用するものであり、直接貧困農民に裨益し

ないことから要請品目から除外することとした。 

以上の検討を踏まえて 終的に確認された要請品目は表４－９のとおりである。 

 

表４－９ 終要請品目・数量 

 要請品目 数量(台) 

１ 乗用トラクター(２輪駆動）及び作業機①ディスクプラウ②

ディスク・ハロー③ロータリー・ティラー④トレーラー 

150 

２ コンバイン･ハーベスター ５ 

３ 籾摺り精米機 20 

４ 歩行用トラクター 50 

５ 灌漑用ポンプ（４"×４"） 50 

６ 脱穀機 35 

７ 刈取機 35 

出所：食糧農業省 

 

（４）スケジュール案 

ガーナは、南部地域（対象州ではグレートアクラ州、ヴォルタ州及びアシャンティ州）で

は雨季が２回、北部地域（北部州、北東州、北西州）では年に１回であり、降雨時期も降雨

量も異なっている。 

南部地方では、３月、４月から雨季を迎え、６月がピークとなり、９月から２回目の雨季

                             
14 必要台数については、コンバイン・ハーベスターと刈取機・米脱穀機の購入層は異なるため、コンバイン・ハ

ーベスターの調達によって減じられる台数・稼動台数は勘案されていない。  
15 JICA の「ガーナ共和国コメ総合生産・販売調査 ファイナルレポート」によると、1980 年代後半の稼動数 120

台から 2002 年では 200 台に増加している。 
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のシーズンとなるが、農民は灌漑が整備されている場合でも 初の雨季のシーズンに作付面

積を広く取っているようである。北部地方では、５月から９月にかけて雨季となるため、４

月に 初の雨が降った後に耕起作業を開始するようである。 

稲作の栽培スケジュールを図４－３に示す。 

食糧農業省は、雨季の開始以前に農業機械を販売したい意向であり、国内での搬送時間を

考える（購入する農民が首都アクラまで農業機械を取りにくる）と、１月以前の到着を希望

しており、機材到着を 12 月までに完了させる調達スケジュールが望ましい。 

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

△ 　△●
〇　　〇

◎ ◎

△　　△●
〇　　〇

　　◎ 　◎

　　△ 　△●
〇 〇

◎ 　◎
凡例：　耕起：△　　元肥：●　　播種：○　　追肥：□　　防除：▲　　収穫：◎　　脱穀：◇

南部地方

北部地方

大雨期

小雨期

大雨期

 
出所：食糧農業省及び農民からの聞き取り 

図４－３ 稲作の栽培スケジュール 

 

（５）調達先国 

食糧農業省は調達先国として、品質が高く、適正な維持管理のもと長期にわたり使用が可

能な資機材を、調達可能な開発援助委員会（Development Assistance Committee：DAC）加盟

国に加え、ブラジル、トルコ、タイ及びインドネシアを含めたい意向である。 

ブラジル及びトルコについては、乗用トラクターや灌漑用ポンプで過去に調達実績があり、

ガーナで問題なく使用されていることから調達先国として妥当と思われる。 

一方、米脱穀機及び刈取機といった比較的簡易な農機は、過去に調達実績のある日本等で

は現在製造されておらず、コメ生産国であり、調達が可能なタイやインドネシアを調達先国

として含めたい意向が示された。 

 

４－４ 実施体制及びその妥当性 

（１）配布・販売方法・活用計画 

食糧農業省が直接農民に販売する。機材の販売フローを図４－４に示す。 

食糧農業省は、２KR 機材の到着・販売を新聞・ラジオ等のメディアで広報するほか、州・

県の農業局の農業改良普及員を通じて、農民に直接情報を伝えている。 
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図４－４ ２KR 機材の配布・販売フロー 

 

食糧農業省が販売するトラクター等農業機械は、２KR のものだけではないため、購入を

希望する農民が２KR のターゲット･グループであるかどうかは、州・県の農業局が審査する。

農民が機械を入手するまでの流れは次のとおりである。 

① 購入を希望する農民・農民グループは県・州の農業局へ申請する。 

② 県･州の農業局は、申請者が稲作農民・農民グループであること、購入代金を支払う

だけの収入があることを審査し、購入対象として適当であると認めた場合、農民の申

請書とともに食糧農業省に推薦書簡を送付する。 

③ AESD は、県･州の農業局からの申請書簡に基づき、農民・農民グループに申請許可（配

布書簡）を送る。 

④ 農民・農民グループは、指定された金額を手形で用意し16、AESD へ持参する。 

⑤ AESD は、申請者と合意書を交わし、用意した手形を受け取り、レシートを発行する。 

⑥ 申請者は機械を受け取る（配送の手配は申請者自身が行う）。 

 

２回目以降の支払いは、農民・農民グループが代金を手形で用意し、AESD へ持参し、AESD
が見返り資金口座に入金する。 

 

                             
16 宛先を「見返り資金（Conterpart Fund：CPF）口座」とするため、販売金額全てが見返り資金口座に入金され

ることになる。 
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＜販売代金について＞ 

2005 年度及び 2007 年度調達機材の販売金額を表４－10、４－11 に示す。 

 

表４－10 2005 年度２KR 機材販売金額 

（単位：ガーナセディ） 

調達品目（数量） 販売金額 

乗用トラクター及び作業機（50 台） 16,000 

歩行用トラクター及び作業機（100 台） 4,000 

籾摺り精米機（10 台） 6,000 

灌漑用ポンプ（４インチ口径）（54 台） 1,250 

灌漑用ポンプ（６インチ口径）（25 台） 1,300 

出所：食糧農業省 

 

表４－11 2007 年度２KR 機材販売金額 

（単位：ガーナセディ） 

調達品目（数量） 販売金額 

乗用トラクター及び作業機（78 台） 18,000 

籾摺り精米機（20 台） 8,000 

灌漑用ポンプ（６インチ口径）（16 台） 1,700 

出所：食糧農業省 

 

２KR によって調達した農業機械の販売金額は、見返り資金積立て義務額である FOB の２

分の１程度としている。支払い方法は次のとおりである。 

① 申込み時（１回目支払い）：販売代金の 50％以上 

② ２回目支払い：合意書を交わしてから１年以内に 20％以上 

③ ３回目支払い：合意書を交わしてから２年以内に 20％以上 

④ ４回目支払い：合意書を交わしてから３年以内に 10％、あるいは残額 

 

なお、農業機械の所有権は４回目の支払いが完了するまで食糧農業省にあり、全ての支払

いが完了した時点で購入者に移転する。 

また、支払いが期限内になされておらず、返済が滞っている者に対しては、AESD 自身が

督促に行ったり、新聞に掲載したりという措置をとっている。 

一方、2009 年度の 終要請品目・数量をもとにした販売・配布計画は表４－12 に示すとお

りである。ただし、実際の調達数量は、本邦での入札を経て確定されるため、配布計画の改

定が必要とされる。また、見返り資金の適正な積立てに当たっても、販売代金が確実に回収

できるように購入者の支払い能力を調査したうえで、もう一度配布計画を策定すべきである。 
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表４－12 2010 年度２KR 調達予定品目の配布・販売計画 

（単位：台） 

 要請品目 北東州 北西州 北部州 アシャン

ティ州 

ヴォル

タ州 

グレート

アクラ州 

合計 

１ 乗用トラクター（２WD）

及び作業機①ディスク・

プラウ②ディスク・ハロ

ー③ロータリー・ティラ

ー④トレーラー 

10 10 60 10 30 30 150

２ コンバイン・ハーベスター １ ０ ２ ０ １ １ ５

３ 籾摺り精米機 ４ ２ ４ ４ ３ ３ 20

４ 灌漑用ポンプ（４"×４"） ５ ５ 10 10 10 10 50

５ 米脱穀機 ５ ５ ５ 10 ５ ５ 35

６ 刈取機 ５ ５ ５ 10 ５ ５ 35

出所：食糧農業省 

 

（２）技術支援の必要性 

今次調査では、直接的な技術協力プロジェクトとの連携は示されなかったものの、農業機

械の日進月歩が著しいため、2007 年度２KR より導入の調達業者の費用負担によるメーカー

技師による調達機材の技術指導を引き続き望む声が AESD より聞かれた。よって、2010 年度

案件が実施された場合にも同様の初期研修を行うことを検討すべきである。 

 

（３）他ドナー・技術協力等との連携を通じたより効果的な貧困農民支援の可能性 

ガーナの農業技術の向上のためにも、JICA の実施する青年海外協力隊やシニアボランティ

ア、専門家による技術指導は一考に価する。その指導内容は、日常点検や適正な維持管理、

操作方法の指導といった基本的なものから、スペアパーツの交換時期や期限内の販売金額の

支払いや維持管理にかかる費用の捻出・貯蓄法といった営農指導まで広範囲にわたる。 

一方、ガーナでは現在アシャンティ州で技術協力プロジェクトである「天水稲作持続的開

発プロジェクト」が実施されており、同州は国産コメの 大の消費地であるにもかかわらず、

国産コメの 大の生産地である北部州が約 35％17のコメ生産量を占めているのに対し、現状

約 3.5％を占めるに過ぎない。したがって、アシャンティ州での天水稲作の生産性及び収益

性の向上に寄与するのであれば、２KR 調達資機材の対象地域への投入も検討すべきである18。 

 

                             
17 Statistics, Research and Information Directorate (SRID), MOFA-January, 2009 の州ごとの 2008 年のコメ（籾）生産

量による。 
18 ただし、同プロジェクトの対象サイトで展開する営農技術は農家の現況にあった方法を見極めて導入する予定

であり、必ずしも農業機械の導入を前提としているわけではない。 



－37－ 

（４）見返り資金の管理体制 

１）管理機関 

現在、食糧農業省がガーナ銀行に２KR の見返り資金用の口座を開設し、入金し、資金

の管理をしている。1997 年度以前は、財務・経済計画省が政府の総合口座に２KR 資機材

の販売金額を入金していた。 

日本側からの改善要請により、1998 年度以降は、実施機関である食糧農業省が口座を開

設し、管理することとなったが、見返り資金口座の開設当時に少々混乱があり、1999 年度

分の見返り資金も1998年度の口座に入金されている。2005年度及び2007年度については、

年度ごとに見返り資金口座を開設し、支払額全額が入金されるようになっている。 

２）積立て方法 

農民は、準備した手形を AESD の会計係に直接提出し、会計係が見返り資金口座に入金

する手続きをとる。支払いのフローを図４－５に示す。 

 

 
出所：食糧農業省及び調査団作表 

図４－５ 見返り資金積立てのフロー 

 

３）見返り資金積立額 

今次調査時点のガーナ２KR の見返り資金の状況を表４－13 に示す。 

 

表４－13 見返り資金の状況19 

 
出所：食糧農業省から入手したガーナ銀行残高明細書より調査団作表 

 

                             
19 ガーナでは 2008 年１月より通貨の切り上げが行われ、10,000 セディ＝１ガーナセディとなっている。なお、

表中 1998/99 年度の積立て義務額及び積立て額はセディで示されている。 
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1998/99 年度の見返り資金は、１つの口座に入金されており、かつ年度の区別がない。

この口座の積立て率が 60.23％と低いのは、次のような事情による。 

・当時調達した農薬のうち、国家防除用に使用したものは、政府が無償で農民の圃場に散

布したことから、見返り資金が発生しなかった。 

・食糧農業省に対して機材を購入した農民から支払われるべき機材の分割払いの残金が、

支払われていない。その理由としては、当時の農業機械が老朽化や故障した場合、農民

はスペアパーツの購入手段がないため使用できず収入の道が絶たれ、残金を支払うこと

ができない。 

AESD は、1998/99 年度の見返り資金積立額の向上のため、過去の２KR 農業資機材のス

ペアパーツを見返り資金を使って購入し、農民に廉価で販売することで農業機械を利用可

能にする計画を立てている。 

一方、2005 年度及び 2007 年度については、AESD は見返り資金の積み立て率の向上に

むけて、販売代金の適切な回収を行うと明言している。 

４）見返り資金の使用について 

1998/99 年度及び 2005 年度２KR の見返り資金の使用状況を表４－14 に示す。 

 

表４－14 ２KR 見返り資金口座の使用状況 

実施年度 
見返り資金 

使用プロジェクト名 

承認額 

（ガーナセディ）

資金使用 

年度 
実施機関 

2009 
2005 年度２KR 見返り資金口座

外部監査実施計画 
55,800 1998・1999 AESD 

2009 ガーナ郡都道路改修計画 631,133.37 2005 支線道路部門

出所：食糧農業省及び調査団作表 

 

今後の２KR 見返り資金の使用計画は次の２つがある。 

①過去の２KR 調達機材のスペアパーツ購入計画 

②コンバイン・ハーベスター、トラック及びピックアップの調達計画 

ただし、ガーナでは、ノンプロジェクト無償、KR 及び２KR の見返り資金を併せて使用

し、「アクラ・ビジターインフォメーションセンター建設・運営計画」等が実施される予

定である。調査時点で在ガーナ日本国大使館と使途協議を実施していた見返り資金使用プ

ロジェクト全てが実施されると、２KR の見返り資金の残額がほとんどなくなるため、今

後積み立てられる見返り資金を使用し、上述の２KR 見返り資金使用計画が使途申請され

るものと考えられる。 

 

（５）モニタリング・評価体制 

２KR のモニタリングについては、実施機関である AESD が責任を負っており、調達資機

材の使用法、農業機械の状況について確認を行っている。なお、2005 年度に調達された農機

のモニタリングレポートが連絡協議会で日本側に提出されている。 
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（６）広報 

ガーナは２KR に係る広報の重要性を十分に認識しており、E/N 署名式の様子を報道して

いる。また、２KR 機材の到着に合わせて、新聞等メディアで広告している。さらに、2005

年度に引き続いて、2007 年度案件の引渡し式を 2009 年４月８日に実施しており、その様子

はテレビ、ラジオ、新聞で報道された。 

 

（７）その他（新供与条件等について） 

新供与条件はすでに受入れ済みであり、本計画についても受入れについて合意している。 

１）外部監査 

2005 年度の見返り資金口座について、選定された民間の監査法人により外部監査が実施

されている。その結果については、在ガーナ日本国大使館及び JICA ガーナ事務所に報告

されている。 

なお、外部監査に係る費用については、日本国政府に承認されている 55,800 ガーナセデ

ィが 1998/99 年度２KR 見返り資金口座より使用される。 

２）連絡協議会の実施 

2009 年３月 31 日に、在ガーナ日本国大使館、JICA ガーナ事務所、AESD 及び財務・経

済計画省の出席のもと 2005 年度案件についての連絡協議会を実施している。 

また、2007 年度として、コミッティ（政府間協議会）を 2009 年５月 27 日に実施してい

る。 

３）ステークホルダーの参加 

2005 年度及び 2007 年度の対象地域である５州（グレートアクラ州、ヴォルダ州、北部

州、北西州及び北東州）において、２KR コーディネーター、技術者、農民、NGO 等の参

加のもと行われている。その模様は、連絡協議会でも報告されている。 

今後、食糧農業省は対象地域以外の州でも同様のステークホルダーミーティングを実施

していく意向である。 
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第５章 結論と課題 
 

５－１ 結 論 

ガーナにおいて農業は、労働人口の半分以上が従事し、GDP に占める割合が産業別で１位を占

める重要な基幹産業であり、輸出額においてもカカオ生産はその 21％を担っている。しかしなが

ら、食用作物、ことに穀類の農業生産は低迷しており、国内消費量の増加に比例して穀物輸入額

は年々増加の一途をたどっている。 

このような状況で、ガーナの貧困削減戦略である GPRS I、続いて実施された GPRS II 及び

FASDEP II では、農業セクターの重要性とその持続的な発展のために「灌漑設備普及の加速化」

「農業金融と農業投入財へのアクセスの向上」「農業機械へのアクセスの向上」が必要であると謳

っている。 

ガーナ食糧農業省は、これらの国家政策を踏まえ、食用作物の中で特にコメ増産のためには、

手作業や伝統的な道具の使用、天水に依存する農作業から、農業機械化による増産と効率化が必

要であるとして、２KR による農業機械の調達を要請したものであり、要請内容は妥当であると

判断される。 

日本の援助では、JICA が 2006 年から「コメ総合生産・販売計画調査」を行い、コメ生産にお

けるマスタープラン作りを行っており、農業セクター分野における日本からの協力はコメ生産と

貧困削減を中心にしたものとの認識も高まっている。 

ガーナにおけるコメ増産は重要課題であり、土地生産性の向上、農地と作付面積の拡大、収穫

後の処理による付加価値の創出のためには、農業機械の投入による農作業の改善は有効であり重

要と考える。また、２KR の実施を担う AESD も、前回 2007 年度の実施を経て、実施体制は充実

し、定期的な連絡協議会、ステークホルダーミーティングの開催等を通して日本側の助言を求め

るなど、より良い２KR 実施管理に対する意欲も高く、実施体制も妥当であると判断される。現

地の日本大使館、JICA ガーナ事務所も、２KR 実施に関心が強く、実施機関への支援が十分に期

待できる。 

以上から、ガーナに対する本計画実施は妥当と判断される。 

 

５－２ 課題／提言 

＜農業機械の運営・維持管理状況の改善＞ 

農業機械の運営・維持管理上の問題点については実施機関も認識しており、善処するとのこと

であるが、日本側としてもガーナが以下の具体的な改善策を実施するよう適宜支援することが望

ましい。 

 

（１）農業機械の運営・維持方法についての農民指導の強化 

農業機械の故障等の主原因の一つとして長時間連続使用による負荷に対する適正な維持管

理・整備の未実施、操作方法の未熟さ等があげられる。農業機械の操作は、専門のオペレー

ターを雇用している例が多いが、定期運転指導を行っておらず、適正な操作方法を知らない

ようである。この原因としては、現在、実質的に一人の AESD の技術者が全国を回り操作指

導、故障や維持管理に対応しているような状況のため、十分な技術指導が行われていないこ

とにある。 
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したがって、州・県事務所に配置されている技術者や２KR 調達機材到着時のメーカー技

師による技術指導研修の受講者を、州・県レベルでの維持管理を担う中心的人材（キーパー

ソン）として育成することが重要である。十分な育成訓練を実施した後、これらキーパーソ

ンが農業機械の取り扱いに関する基本的な事項、例えば使用後の農機清掃、使用に適してい

ない土地の判別や、定期点検の方法・操作方法をオペレーターに二次研修として行い、農民

（グループ）が適切な維持管理を確実にかつ頻繁に実施することを徹底することが肝要であ

る。また、機械を維持管理する運転資金の貯蓄が行えるような営農指導を農民に対して行う

必要もある。 

 

（２）AESD の運営維持体制の改善 

AESD が実施機関として２KR に関わったのは 2005 年度及び 2007 年度の２回であり、まだ

実施体制において整備されていない点がいくつかある。上記農民指導の体制整備のほか、

AESD 自体の運営管理体制の改善が必要である。 

例えば、見返り資金を使用して過去に調達し故障したままになっている農業機械の手当て

を行う計画は、2005 年度現地調査時以降、また、2009 年５月 27 日の 2007 年度２KR 政府間

協議開催時にも実施する旨の説明があったが、進展が全くなかった。よって今回、調査団よ

り AESD に対し実際に使用されたスペアパーツ及び数量を特定し、AESD が管理している入

札時に調達したスペアパーツ（CIF 価格の 10％ないし５％）保有在庫より、購入貧困農民に

適切に配分するため早急に情報をまとめることを申し入れた。 

また、スペアパーツ入手の困難さについて今回調査でも多くの農民及び AESD 自体からも

苦情が呈されたが、農業機械販売店訪問時にパーツ番号、数量など必要な事項がわかれば、

メーカーからのパーツ供給に問題がないことを AESD 担当者とともに確認した。そこで、入

札時に提示されたメーカーもしくは調達業者のガーナ現地代理店を通じ、AESD もしくは

州・県事務所が責任を持ってスペアパーツの注文を行い、正規の金額を支払い入手するよう

依頼した。 

このような調査団滞在中の具体的な２KR の進捗管理事項の依頼以外にも、政府間協議、

リエゾンミーティングを通して AESD の管理体制、方法に対する相談、スペアパーツなど調

達品のガーナ国内の供給ネットワークデザイン構築の助言などを実施できれば、より良い効

果が期待できる。助言の例として、販売先の選定基準に性別を追加（女性の購入者は支払い

をきちんとするケースが多い）、販売先の回収状況管理台帳更新、スペアパーツの管理台帳作

成・更新、現地代理店との円滑なコミュニケーション維持などが挙げられる。 
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１．協議議事録
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２．収集資料リスト

1. THE MIDIUM TERM EXPENDITURE FRAMEWORK FOR 2009-2011 AND THE ANNUAL 

ESTIMETS FOR 2009 

2. AGRICULTURE IN GHANA FACTS AND FIGURES 2007 

3. Food and Agriculture Sector Development Policy (FASDEP II) 

4. GROWTH AND POVERTY REDUCTION STRATEGY (GPPS II) 

5. FINANCIAL STATEMENTS FOR YEAR ENDED 31st DECEMBER, 2007 

6. AUDIT FINDINGS REPORT FOR THE YEAR ENDED 31st DECEMBER, 2007 

7. Japanese Government Counter-Value Funds: Submission of September, 2009 Returns 

8. PURCHASE AGREEMENT WITH MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE (MOFA) FOR 

AGRICULTURAL MACHINERY/EQUIPMENT 

9. ANUM VALLEY IRRIGATION SCHEME-NOBEWAM QURTELY PROGRESS REPORT APRIL-

JUNE 2009 

10. ORGANOGRAM OF MOFA 

11. TEMA PORT 

12. PORT OF TEMA  

13. Ghana Ports Handbook 2007-2008 
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Ing. Joseph Kwasi Boamah

2KR AESD

2KR 2KR

2KR

2005

2KR

Mr. George Badu Yeboah

GIDA

2009 7 JICA

5

2KR 2007

2

Mr. M. Aedel 

337 113 217

20 800

Farmer Based Organization FBO

FBO

2007 2KR 150

38

20 1

Mr. Samuel Ab-Bonsrah 

KR 2KR

３．ヒアリング結果
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2007 KR 128.68%

2KR

100%

2KR 55,800

KIP

Mr. Anthony Quashigah, Maintenance Manager 

KIP GIDA 22 1960

1992 1997 1998

3,028ha 8km

3 2 3

1

2005 2KR 3

4

2

2000 2KR

3

KIP 5.5MT/ha

16,000 20,000MT 55

/90kg

18

70 80

   130 Ghc/ha 

   250 Ghc/ha 

 300 Ghc/ha 

    0.7 Ghc/kg 50kg/ha

   125Ghc/ha 
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NPK15-15-15  20Ghc/50kg

   18 Ghc/50kg 

   26 Ghc/50kg 

GIDA 22

Asante Akyem 1989 1991 1992

140ha

90ha 150

7 2 CIDA

4.5MT/ha

1999 1 2000 2KR

3 2001 1

2KR 4

19

1

2002

2000 2KR

40Ghc/50kg

70 /50kg

Daborin Single Mother Association Ms. Stella Abagre 

47

2005
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42 Sumbrungu Single Mother Association

0.1Ghc 30Ghc

6 18

80 85kg Bag 40Ghc 50kg Bag 60

1.2Ghc/kg 2008 312MT

Ms. Olivia Nartey 

100 150 5 5ha

150 Dangbe West Group

NPK 15-15-15 2005 2KR

AESD

1 3 5 9 2

9 10 1

Mr. Mohamed Adam Nashiru 

12.5ha 25ha

4,000 3 2007 2KR

30 /

7 10 1 8 10

Cottage Italia Industries Ghana ltd. Mr. Mario De Cataldo 

7

2002 SAME

2008 5

2KR
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Mechanical Lloyd Co. Ltd. Mr. Isaac Kofi Osei 

1971

20 30

72HP

USD39,000/ 23

AMSG LTD Mr. Kaz Tamura, CEO/Managing Director 

2005 2007 2KR

2KR

2KR

50%

90%

2001

Ghana Rice Mr. Shaibu Issifu, Salesperson 

Ghana Rice 2001

27 2009 1 130,000

70 100 /50kg

1 25kg

2 /83kg 50kg
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